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○
国
土
交
通
省
告
示
第

号

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
附
則

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行

(1)

規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ロ

の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

(1)

(1)

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
(1)

び
第
二
号
ロ

の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(1)

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第

(1)

二
号
ロ

の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を

(1)

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



- 2 -

改

正

後

改

正

前

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附

則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
を
定
め
る
告
示

則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ロ

の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
を

(1)

(1)

(1)

定
め
る
告
示

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
附
則
第

五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
告
示
で
定
め
る
鉄
道
施
設
等
の
整
備
は
、
北
海
道
旅
客

五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ロ

の
告
示
で
定
め
る
鉄
道
施
設
等
の
整
備

(1)

(1)

(1)

鉄
道
株
式
会
社
が
そ
の
策
定
し
た
「
Ｊ
Ｒ
北
海
道
グ
ル
ー
プ
中
期
経
営
計
画
２
０
２

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３
」
に
基
づ
き
行
う
輸
送
の
安
全
の
確
立
の
た
め
の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
（
北
海
道

高
速
鉄
道
開
発
株
式
会
社
が
当
該
計
画
の
実
施
に
伴
い
行
う
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
の
輸
送
の
安
全
の
確
立
の
た
め
の
鉄
道
施
設
等
（
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

に
貸
し
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
年
七

月
の
国
土
交
通
大
臣
発
表
に
基
づ
く
支
援
措
置
又
は
令
和
二
年
十
二
月
の
国
土
交
通

大
臣
発
表
に
基
づ
く
支
援
措
置
を
活
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
国
土
交
通
省
に
報
告
し
た
「
安
全
投
資
と
修

繕
に
関
す
る
５
年
間
の
計
画
」
又
は
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
国
土
交
通
省

に
報
告
し
た
「
安
全
投
資
・
修
繕
５
カ
年
計
画
」
に
基
づ
き
そ
れ
ぞ
れ
行
う
輸

送
の
安
全
の
確
立
の
た
め
の
鉄
道
施
設
等
の
整
備
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
七
年

六
月
の
国
土
交
通
大
臣
発
表
に
基
づ
く
追
加
的
支
援
措
置
を
活
用
し
て
行
う
も

の

（
削
る
）

二

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
策
定
し
た
「
Ｊ
Ｒ
北
海
道
グ
ル
ー
プ
中
期
経

営
計
画
２
０
２
３
」
に
基
づ
き
行
う
輸
送
の
安
全
の
確
立
の
た
め
の
鉄
道
施
設

等
の
整
備
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
年
七
月
の
国
土
交
通
大
臣
発
表
に
基
づ
く
支

援
措
置
を
活
用
し
て
行
う
も
の
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


